
様式第１０号の２の２（その１）（第２５条、第３３条関係）   

防 火 基 準 適 合 状 況 確 認 表 

 

 

  

防火対象物 
名 称  

所在地  

防火安全技術者 氏 名  修了証番号  交付日      年   月   日 

項 目 調査事項 

 

否 
消 防 関 係 法 令 

該 適 
 

 措置内容 法・条例 消令等 消則・条則 告示等 

防火管理者の

選任 

防火管理者を選任しなければならな

い防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 
法 8① 

条例 55 の 3① 

消令 1の 2③ 消則 1の 2 

 
 

共同防火管理

協議事項 

共同防火管理協議事項を定めておか

なければならない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 

法 8の 2① 

 

消令 4の 2   

防火対象物の

点検及び報告 

防火対象物の点検及び報告を行わな

ければならない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 

法 8の 2の 2① 

 

消令4の2の2 消則4の 2の 2 

消則4の 2の 3 
 

避難上必要な

施設等の管理 

避難上必要な施設等の管理を行わな

ければならない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 

法 8の 2の 4 消令4の2の3   

防炎対象物品

の防炎性能 

防炎対象物品を使用しなければなら

ない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 

法 8の 3① 消令 4 の 3①②

③ 

消則4の3①②  

圧縮アセチレ

ンガス等の貯

蔵・取扱いの届

出 

 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱

いの届出を行わなければならないか。 □ □ □ (      ) □ 

法 9の 3① 危令 1の 10   

指定数量未満

の危険物等の

貯蔵・取扱いの

基準 

指定数量未満の危険物等を貯蔵・取

扱いする防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 

法 2⑦ 

法 9の 4① 

危令 1の 11 

危令 1の 12 

  

 少量危険物貯蔵取扱所等の設置の届

出を行わなければならないか。 □ □ □ (      ) □ 

条例 58①  条則 14  

危 険 物 の 貯

蔵・取扱いの制

限等 

 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱

いについて許可を受けなければならな

い施設があるか。 
□ □ □ (      ) □ 

法 2⑦ 

法 10①② 

危令 1の 11 

危令 2 

危令 3 

  

消防用設備等

の設置・維持と

特殊消防用設

備等の適用除

外 

 消火器具を設備等技術基準に従い設

置し、及び維持しなければならない防

火対象物又はその部分か。 
□ □ □ (      ) □ 

条例 36①② 

条例 37①② 

(消令 10③に限る) 

条例 47 

消令 10①③ 

消令 31 

消令 32 

消則 8 

消則 32 の 2 

消則 33 

 

 屋内消火栓設備を設備等技術基準に

従い設置し、及び維持しなければなら

ない防火対象物又はその部分か。 
□ □ □ (      ) □ 

条例 38①② 

(消令 11④に限る) 

条例 47 

消令 11①②④ 

消令 31 

消令 32 

消則 12①八 

消則 32 の 2 

消則 33 

 

不適 

(1) 

(2) 

(3) (4) (5) 

(6) (7) (8) (9) (10) 



 様式第１０号の２の２（その６） 

 

項 目 調査事項 
 

否 法・条例 消令等 消則・条則 告示等 該 適 
 

 措置内容 

消防用設備等又

は特殊消防用設

備等の管理 

消防用設備等又は特殊消防用設備等

の総合操作盤及び制御装置等を防災セ

ンターにおいて集中して管理しなけれ

ばならない防火対象物か。 

□ □ □ (      ) □ 

条例55の2の2①  条則11の3の2①  

消防用設備等又は特殊消防用設備等

の集中管理に関する計画を届け出なけ

ればならない防火対象物か。 
□ □ □ (      ) □ 

条例55の2の2②    

防災センターにおいて、防災センター技術講習

等を修了し、かつ、自衛消防技術認定証を有する

者に、監視、操作等の業務に従事し、及び災害等

が発生した場合に自衛消防の活動を行わせなけれ

ばならない防火対象物か。 

□ □ □ (      ) □ 

条例55の2の3  条則11の3の3  

自衛消防の組織 自衛消防活動中核要員を置かなけれ

ばならない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 
条例55の5①    

住宅用火災警報

器の設置等 

住宅用火災警報器を設置しなければ

ならない防火対象物か。 □ □ □ (      ) □ 
条例55の5の4①  条則11の7  

住宅用火災警報器の設置の届出を行

わなければならないか。 □ □ □ (      ) □ 
条例61の3    

核燃料物質等の

貯蔵又は取扱い

の届出 

核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届

出を行わなければならないか。 □ □ □ (      ) □ 

条例59   施行規程10 

  

指導事項等 

 

不適 

(11) 



 

防火基準適合状況確認表記入要領 

 

項     目 記  入  要  領 

 

防
火
対
象
物 

(1) 名称 

調査した防火対象物の名称を記入します。 

また、テナントに伴う届出にあっては、テナントが入居する防火対象物の存する階を記入するとともに、テナント名をかっこ

書きで記入します。 

(2) 所在地 
調査した防火対象物の存する敷地の所在地を記入します。 

また、テナントに伴う届出にあっては、テナントが入居する防火対象物の存する敷地の名称を記入します。 

技
術
者 

防
火
安
全 

(3) 氏名 防火安全技術者の氏名を記入します。 

(4) 修了証番号 防火安全技術講習修了証の修了証番号を記入します。 

(5) 交付日 防火安全技術講習修了証の交付日を記入します。 

調
査
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
欄 

(6) 該 調査事項に該当する場合は、チェックします。 

(7) 適 調査事項に該当し、調査事項に適合している場合は、チェックします。 

(8) 不適 調査事項に該当するが、調査事項に適合していない場合は、チェックします。 

(9) 措置内容 調査事項に該当するが、調査事項に適合していない場合に措置した内容（助言・指導等）を記入します。 

(10) 否 調査事項に該当しない場合に、チェックします。 

記載（例） 

 

ア 調査事項に該当し、調査事項に適合している場合 
      

否 該 適 

 

 措置内容 

□ □ □ （              ） □ 

・「該」と「適」にチェックをする。 

 

  

レ レ 

不適 



 

 

調
査
事
項
の
チ
ェ
ッ
ク
欄 

記載（例） 

 

イ 調査事項に該当するが適合しておらず、措置内容の結果、適合となった場合 
      

否 該 適 

 

 措置内容 

□ □ □ （防炎物品を使用するよう指導した） □ 

・「該」、「不適」にチェックをする。 

・措置内容を記入する。 

・措置内容を行った結果、適合となった場合は、「適」にチェックする。 

 

ウ 調査事項に該当しない場合 
      

否 該 適 

 

 措置内容 

□ □ □ （               ） □ 

・「否」にチェックをする。 

 

(11) 指導事項等 調査事項以外で、防火安全技術者が関係者に対して行った指導等を記入します。 

（記載例） 

・火気設備・器具の使用を禁止している。 

・自主的に防炎物品を使用している。 

・内装を不燃化している。等 

※作成した防火基準適合状況確認表は、防火対象物使用開始届出書又は防火対象物一時使用届出書に添付してください。 

 

レ レ 

レ 

レ 

不適 

不適 


